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令和５年度あけぼの学園高等学校消防計画 

 

第１章 総   則 

（目的） 

第１条 この計画は、あけぼの学園高等学校における防火管理業務について必要な事項   

を定め、火災等の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害の極限防止をはか

ることを目的とする。 

 

（消防計画の適用範囲） 

第２条 この計画は、当学校に勤務する職員及び在籍する生徒、その他出入りするすべ   

ての者に適用するものとする。 

 

（防火管理者の権限及び業務） 

第３条 防火管理者は教頭とし、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行   

うものとする。 

 （１）消防計画の検討及び変更 

 （２）建物、火気使用設備器具及び電気設備等の検査及び不備欠陥事項の改修促進 

 （３）消防用設備等の点検及び整備 

 （４）火気の使用及び取扱いに関する指導 

 （５）増改築、修繕、模様替え等の工事時における火災予防上の指導 

 （６）生徒、職員に対する防災教育及び各種訓練の年度計画の作成とその実施指導 

 （７）校長に対する防火管理に関する助言及び報告 

 （８）その他防火管理上必要な業務 

２ 防火管理者は、次の事項について消防機関へ報告、届出及び連絡を行うものとする。 

 （１）消防計画の提出（改正の都度） 

 （２）建物の増改築及び諸設備の設置又は変更の事前連絡 

 （３）消防用設備等の点検結果の報告 

 （４）消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査時の指導要請 

 （５）防災教育、訓練時の指導要請及び自衛消防訓練の事前報告 

 （６）その他消防関係法令に基づく各種届出及び防火管理について必要な事項 

 

第２章 学校防災委員会 

（学校防災委員会の設置） 

第４条 防災対策業務の適正な運営を図るため、校長を委員長とする学校防災委員会を   

設置する。 

２ 委員は、防火管理者をはじめ教務主任、保健主事等をもって充てるものとする。 

 

第５条 学校防災委員会は、次の基本的な事項について審議する。 

（１）消防計画の樹立及び変更に関すること 

（２）生徒の人命に関すること 

（３）校舎及び消防用設備等の維持管理に関すること 

（４）予防管理組織及び自衛消防組織の編成に関すること 

（５）消火、通報及び避難訓練に関すること 

（６）震災対策に関すること 

（７）防災教育とその実施方法に関すること 

（８）その他防火管理に関すること 
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第３章 予防管理対策 

（予防管理組織） 

第６条 日常の火災予防及び災害時の出火防止をはかるため、防火管理者のもとに火元   

責任者を定め、建物及び消防用設備等の点検、検査を実施する。 

 

（火元責任者の業務） 

第７条 火元責任者の業務は次のとおりとする。 

（１）担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理 

（２）担当区域内の消防用設備等の維持管理 

（３）地震時の出火防止措置 

（４）防火管理者の補佐 

（５）その他火災予防上必要な事項 

 

（自主検査の実施） 

第８条 建築物、火気使用設備器具、危険物施設、電気設備等の自主検査、及び屋内消   

火栓、消火器、自動火災報知設備、警報設備、避難設備器具等の消防用設備の点

検は別に定める安全点検分担区域及び点検表等にもとづき実施するものとする。 
 

（火災予防上の遵守事項） 

第９条 日常における火災の予防及び火災発生時の避難を容易にするため、本校に出入    

りするすべての者は次の事項を遵守しなければならない。 

（１）火気使用設備器具は使用前及び使用後は必ず点検し安全を確認すること 

（２）火気使用設備器具の周囲は常に整理整頓し、消火用水又は消火器を用意してお   

くこと 

（３）校舎内には、危険物類、引火性物品等は許可なく持ち込まないこと 

（４）避難口、廊下、階段など避難通路となる部分には、避難上障害となる物品を置か   

ないこと 

（５）廊下、階段は、避難時につまづき、すべり等を生じないよう維持しておくこと 

 

（防火管理者への連絡事項） 

第 10 条 次の事項を行おうとする者は、防火管理者へ事前に連絡し承認を得るものとす   

る。 

（１）教室等の一部を変更し使用するとき 

（２）教室等において火気用設備器具の増設や移動を行うとき 

（３）カーテン等を設置及び交換するとき 

（４）鍵の管理方法や施錠位置を変更する時 

（５）その他防火管理上必要と認める事項 

 

第４章 自衛防災活動 

（自衛防災組織の設置） 

第 11 条 地震及び火災等の災害が発生した場合は、その被害を最小限にとどめるため、

校長を隊長、防火管理者を副隊長とする自衛防災組織を編成する。 
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（自衛防災隊長等の権限及び任務） 

第 12 条 隊長は、自衛防災活動における一切権限を有し、次の任務を行う。 

（１）生徒全員の避難状況の把握 

（２）各種災害の状況を判断し自衛防災活動上必要な指揮、命令 

（３）消防隊に対する情報の提供 

２ 副隊長は隊長を補佐し、隊長が不在の場合はその任務を代行する。 

 

（自衛防災組織及び活動） 

第 13 条 自衛防災隊には次の班及び係を置く。 

 （１）査察班 

   １）事務長、指揮班長及び各係長で組織する。 

   ２）消火・避難・警報等各設備の外観的事項（破損、変形等）と機能的事項（作     

動試験、性能試験等）を自主点検し、プロパン・石油ストーブ等火気使用設備

器具及び電気設備の自主点検を定期的に行い、各種設備器具等の維持管理に

あたる。 

 （２）指揮班 

   ア 隊長、副隊長とともに自衛防災隊本部を構成する。なお、自衛防災隊本部は     

校庭の安全かつ生徒全体を把握できる位置に設置する。 

   イ 隊長・副隊長を補佐し、生徒の避難状況を把握して必要な指揮命令を行う。 

   ウ 在校者名簿等必要な関係書類を準備し、消防隊への情報提供を行う。 

 （３）通報連絡班（通報係、連絡係） 

   ア 火災を発見した者は、消防機関１１９番に通報する。 

   イ 災害発生場所等を明確に校内に報知する。 

   ウ 消防機関へ通報されたかどうかを確認する。 

   エ 指揮班及び他の班との連絡にあたる。 

   オ 消防車の誘導にあたる。 

 （４）誘導班（誘導係） 

   ア 生徒の避難場所を選定し、定められた避難経路により誘導する。    

   イ 避難終了した場合は、すみやかに人員点呼を行い逃げ遅れの有無を確認し、     

指揮班長に報告する。 

 （５）避難誘導班（避難袋係） 

   ア 屋内階段が使用不能の場合は、設置してある避難器具を操作し避難させる。 

 （６）消火班（消火ホース係、消火器係） 

   ア 屋内消火栓を操作し消火作業を行う。 

   イ 火点に近い場所にいる者は、消火器を使用し初期消火を行い、延焼防止に努     

める。 

 （７）救護班（救助係、救護係） 

   ア 避難開始と同時に担当区域を巡視し、検索や残留者の救出にあたる。 

   イ 負傷者に応急処置をほどこす。 

 （８）警戒班（搬出係、警戒係） 

   ア 重要物件の搬出にあたる。 

   イ 搬出物件の保全、盗難等被害の防止にあたる。 
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（休日、夜間にける活動体制） 

第 14 条 休日、夜間の諸活動は、機械警備に係る規則によるほか、次の業務を行うもの

とする。 

 （１）火災を発見した場合は、消防機関へ通報するとともに別に定める緊急連絡者一    

覧表にもとづき関係者への連絡を行う。 

 （２）消火器等により初期消火活動を行う。 

 （３）火災の延焼状況により、別に定められた重要物件の搬出とその管理に当たる。 

  

（防災組織表及び避難経路図等の作成） 

第 15 条 防火管理者は、職員・生徒を含めた防災組織表、避難経路図及び消火器等の配    

置図を作成し全員に周知させる。 

 

第５章 震災対策（南海トラフ地震臨時情報発表時も同様） 

（震災予防措置） 

第 16 条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため、随時次の検査を    

行うものとする。 

 （１）校舎及び校内の施設物の倒壊、落下の有無 

 （２）教室内及び事務室等における教材、棚、ロッカー、ガラス窓等の転倒、落下の    

有無 

 （３）火気使用設備器具等の転倒の有無及び自動消火装置の作動状況の適否 

 （４）危険物及び化学薬品等の転倒、落下の有無 

 

（緊急地震速報発表時の対応） 

第 17 条 緊急地震速報を確認した者は、その情報を周囲の者に知らせるとともに、身体

保護の措置をとる。 

２ 照明器具等の落下危険がある場合には、速やかに安全な場所へ移動し身体保護の措

置をとる。 

３ 施設内の生徒等に対し情報を提供し、パニック防止及び安全確保に努める。 

 

（南海トラフ地震臨時情報発表時の対応） 

第 18 条 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、校長をリーダーとして、別に定

める一次動員対象者により、第２項に示す情報収集の対応にあたる。 

２ 生徒・職員・来校者の安否確認、施設の被害状況、発生した地震の情報及び避難情報

（防災みえ.jp 等）、周辺地域、ライフライン（ＪＲ，伊賀鉄道、三重交通バス等）等の

確認。 

３ 必要な情報についは、校内放送及び安心メール等を活用し伝達する。 

４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、速やかな帰宅または、

避難所等への避難を促し、学校は原則として１週間の休業措置をとる。 

５ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時に、伊賀市から避難所としての一時

使用要請があったとは、体育館を使用させるとともに、避難所開設にあたっての支援を

行う。 

６ 学校災害対策本部を設置する。 

 

（地震後の安全措置） 

第 19 条 防火管理者及び火元責任者は、校内の生徒の安全を確認するとともに建物、火

気使用設備器具及び消防用設備等の点検を実施し、異状が認められる場合は安
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全措置を講ずるものとする。 

２ 二次災害を防止するため、ガス、電気設備器具及び危険物を使用する施設について 

は全設備、器具の安全を確認後、使用を開始する。 

 

（震災に備えての備蓄品） 

第 20 条 震災に備え、次の品目を備蓄しておくものとする。 

（１）非常食及び飲料水 

（２）緊急医薬品 

（３）携帯用拡声器、メガホン 

（４）携帯用ラジオ 

（５）携帯用照明器具 

（６）その他必要なもの 

 

 

（避難場所の指定） 

第 21 条 防火管理者は、生徒・職員を安全に避難させるため、次の場所を指定しておく   

ものとする。 

 （１）１次避難場所   運動場 

 

（地震時の行動） 

第 22 条 地震時の活動は、次によるものとする。 

 （１）授業中の場合、職員は生徒を机の下などに身を寄せさせ、落下物等から身を守    

るともに火気使用器具の始末を行い、出入り口を確保する。 

 （２）休憩中の場合は、その場所で身をふせ校内放送等による指示を待つ。 

 （３）職員及び避難誘導係は、避難開始の指示があった場合、生徒の混乱を防止し、    

避難経路に従い第１次避難場所へ誘導する。 

 （４）生徒を帰宅させる場合は、その地域の被害状況を確認し安全を確認した上で行    

う。 

 

 

第６章 防災教育及び訓練 

（防災教育の実施） 

第 23 条 防火管理者は、次により職員及び生徒を対象として防災教育を行い、防火管理

の徹底を図るものとする。 

 （１）消防計画の周知徹底 

 （２）生徒の人命安全対策に関すること 

 （３）建物からの避難及び避難誘導に関すること 

 （４）火災予防上の遵守事項に関すること 

 （５）震災対策に関すること 

 （６）防災訓練に関すること 

 （７）その他火災予防上必要な事項に関すること 

 

（防災訓練の実施） 

第 24 条 防火管理者は、次の訓練について実施計画を作成するものとする。 

 （１）指揮訓練 

 （２）通報連絡訓練 
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   ア 消防機関への通報訓練 

   イ 校内への通報連絡訓練 

 （３）消火訓練 

   ア 消火器訓練・・分散配置されている消火器を迅速に集結し、適応消火器の確            

認と操作要領の習熟 

   イ 消火栓訓練・・操作訓練と放水 

 （４）避難訓練 

   ア 階段からの避難誘導訓練 

   イ 避難器具の点検と使用習熟 

 （５）その他安全防護、救護、搬出等の訓練 

 

（訓練の報告及び指導要請） 

第 25 条 防火管理者は、自衛防災訓練を実施する場合、消防署に通知し、必要と認めた

場合は指導の要請をするものとする。 

 付  則 

この計画は、平成８年４月１日から実施する。 

 付  則 

改正計画は、平成１２年４月１日から実施する。 

付  則 

改正計画は、平成２３年４月１日から実施する。 

 付  則 

改正計画は、平成３１年４月１日から実施する。 

 付  則 

改正計画は、令和２年４月１日から実施する。 

 付  則 

改正計画は、令和３年４月１日から実施する。 

 付  則 

改正計画は、令和４年４月１日から実施する。 

 

 関係する一覧表及び図表 

  ○火元取締責任者一覧表（安全点検含む） 

    ○自衛防災組織表 

  ○避難経路図 

    ○消火器等の配置図 
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令和６年度あけぼの学園高等学校 火元取締責任者  

 

 責任者 教    室  責任者 教    室 

１ 松浦 
職員室、印刷室、更衣室 

１６ 山本 
化学・生物教室、化学準備室 1.2

特別教室棟２Ｆ廊下・トイレ 

２ 安田 

ＨＲ（1-1）、ゼミ 31、32 

食品化学総合実習室、準備

室、 

１７ 杉森 

３Ｆ休養室、書道室・準備室、

作法室 管理棟３F廊下 

３ 寺前 
ＨＲ（1-2）、 

管理棟３F廊下、トイレ 
１８ 有田 

流通経営総合実習室・準備室 

普通教室棟北１～３Ｆ階段 

４ 濱岡 
ＨＲ（1-3）、 

普通教室棟南１～３F階段 
１９ 出口 

生徒会室、体育館、武道場、部

室棟、  グラウンド 

５ 中田 
ＨＲ（2-1）、CAD実習室 

写真撮影実習室・準備室 
２０ 中尾 

進路室、被服教室、準備室 

特別教室棟１F廊下・トイレ 

６ 西尾 
ＨＲ（2-2）美術教室・準備室 

特別教室棟２Ｆ廊下・トイレ 
２１ 田中伸 

購買室、２F休養室 

管理棟１～３F階段 

７ 田中萌 

ＨＲ（2-3）、ゼミ 21、22 

２２ 山根 

デザイン加工実習室 

特別教室棟と総合学科実習棟の

渡り廊下、総合実習棟２F 廊下 

８ 勝間田 

ＨＲ（3-1）、マルチメディア

実習室・準備室 

普通教室棟１Ｆ廊下・トイレ 

２３ 中武 

会議室、教育相談室 

 

９ 橋爪 

ＨＲ(3-2)、 

ワープロ実習室 ２４ 竹田 

介護実習室、福祉基礎実習室・準

備室 総合学科実習棟１～２F

階段・１Fトイレ 

１０ 城 

ＨＲ（3-3）、ICT準備室 

普通教室棟生徒昇降口・ホー

ル 

２５ 片岡 

保健室、  

管理棟１Ｆトイレ 

１１ 淺原 
放送室、スタジオ、 管理棟２

Ｆ廊下・トイレ   
２６ 上嶋 

事務室・１Ｆ書庫・校長室 

１２ 藤野 
食品調理総合教室・準備室  

特別教室棟３Fトイレ 
２７ 濱田 

変電室、LPG庫、ポンプ室 

 キュービクル、危険物貯蔵庫 

１３ 藤尾 
美容実習室・準備室、美容更衣

室、特別教室棟３F廊下 
２８ 山岡 

倉庫、小会議室、校務員室 

 管理棟１Ｆ廊下 

１４ 中山 
音楽教室・準備室、美術準備室、

美術教室、 
２９ 中出 

図書室、司書室、3F書庫 

管理棟３Fトイレ 

１５ 杉本 

ＬＬ教室、ビデオ編集室 

資料室、特別教室棟１～３F

階段 

  

 

※ 斜体文字の箇所については安全点検時等に責任者が追加で点検 
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令和６年度　防災組織表

防災隊長　【校長】 防災副隊長　【教頭】

（１）査察　【事務長】　【各班長（◎）】

（２）指揮班　【◎杉森、淺原】

（３）通報連絡班 通報係【◎淺原】　　連絡係【◎山根】　　防護安全係【山岡】

（４）誘導係 ◎寺前、城

（５）避難誘導係 避難袋係 （上）◎山本、濱岡 （地上）◎橋爪、田中萌

（６）消化班 消火器係 ◎杉本、勝間田

消火ホース係 ◎出口、中田

（７）救助班 救助係 ◎安田、藤野、西尾

救護係 ◎中武、片岡、竹田

（８）警戒班 搬出係 ◎中尾、田中伸、有田、中出、相楽

警戒係 ◎中山、藤尾、濵田

〇緊急時の動員

一次動員 学校長、教頭、事務長、指揮班（杉森、淺原）

二次動員 一次動員に次の査察班のメンバーを加える（杉本、山根、寺前）

三次動員 全員（非常勤講師は除く）

〇災害時の各班・係の内容

（１）通報連絡係

◇通報係・・・・・消防署へ通報する

◇連絡係・・・・・校内放送により、職員生徒へ災害の状況、避難指示を行う。

（２）誘導班

◇誘導係・・・・・訓練出火を確認のうえ、避難場所までの誘導を行う。

（３）避難誘導班

◇避難袋係・・・・・降下避難の誘導、指導を行う。

（４）消化班

◇消化ホース係・・・・・ホースを延伸し、初期消火にあたる。

◇消火器係・・・・・消火器による初期消火にあたる。

（５）救護班

◇救助係・・・・・二次災害の危険を回避しつつ、必要な救助にあたる。

◇救護係・・・・・二次被害の危険を回避しつつ、必要な救護にあたる。

（６）警戒班

◇搬出係・・・・・非常時に搬出すべき物件を搬出する。

◇警戒係・・・・・搬出係と連絡の上、搬出物件の保全にあたる。

三重県立あけぼの学園高等学校
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令和６年度 あけぼの学園高等学校 避難経路図 

 

 

※ 一次避難場所・・・運動場 

災害発生箇所や天候等により体育館となることもある 

 

 

（２）管理棟、特別教室棟、総合学科実習棟の場合。 

  

 最寄りの階段から、一次避難場所である運動場へ避難または、生徒誘導をする。 

 

 

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ 美容実習室

ゼミナール

ルーム２１

流通経営

総合実習室

マルチメディア

実習室

ホール生徒昇降口

３－１

普通教室

１４

生徒

会室

美容

更衣室

美容

準備室

１－３

普通教室

３６

１－２

普通教室

３５

１－１

普通教室

３４

２－３

普通教室

２６

２－２

普通教室

２５

２－１

普通教室

２４

３－２

普通教室

１５

３－３

普通教室

１６

マルチ

メディア

準備室

男子

トイレ

流通経営

準備室

ゼミナール

ルーム２２

ゼミナール

ルーム３１

ゼミナール

ルーム３２

女子

トイレ

女子

トイレ

男子

トイレ

男子

トイレ

女子

トイレ

ICT

準備室
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令和６年度 あけぼの学園高等学校 消火栓・消火器配置図 

１ 学校配置図 

 

２ 消火栓・消火器配置図（  消火栓、  消火器） 

（１）管理棟  

 

 

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

危

険

物

倉

庫

階段下

校長室
倉庫

職員室

印刷室

更衣室

放送室

スタジオ

進路指導室
教育

相談室

会議室

事務室

倉庫

保健室 小会議室
校務

員室
玄関

女
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

多
目
的

ト
イ
レ

休
養
室

購
買
室

休養室

図書室
司書室 書庫 作法室

書道

準備室
書道室
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（２） 普通教室棟 

 

（３）特別教室棟 

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ 美容実習室

ゼミナール

ルーム２１

流通経営

総合実習室

マルチメディア

実習室

ホール生徒昇降口

３－１

普通教室

１４

多目的

倉庫

美容

更衣室

美容

準備室

１－３

普通教室

３６

１－２

普通教室

３５

１－１

普通教室

３４

２－３

普通教室

２６

２－２

普通教室

２５

２－１

普通教室

２４

３－２

普通教室

１５

３－３

普通教室

１６

マルチ

メディア

準備室

男子

トイレ

流通経営

準備室

ゼミナール

ルーム２２

ゼミナール

ルーム３１

ゼミナール

ルーム３２

生徒

会室

女子

トイレ

女子

トイレ

男子

トイレ

男子

トイレ

女子

トイレ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

食品調理総合教室 食品調理

準備室
被服教室

ワープロ教室
写真準備室

写真撮影実習室

食品科学

総合実習室

被服

準備室

食品科学

総合

準備室

資料室 美術教室
ビデオ

編集室
Ｌ・Ｌ教室

化学生物教室

化学

準備室

（２）

渡り廊下

化学

準備室

（１）

音楽教室
美術

準備室

音楽

準備室

トイレ

トイレ

トイレ

暗室
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（４）総合学科実習棟 

 

（５）その他 

 

① 体育館 

 

 

② 武道場                 ③変電室 

   

 

④ＬＰＧ庫（普通棟用）・ポンプ室   ⑤管理棟用 

   

                                                           

１Ｆ

２Ｆ

介護実習室

男子トイレ

女子トイレ

ホール

準備室

準備室

福祉基礎実習室 ＣＡＤ実習室

デザイン加工実習室

玄
関

トイレ

廊
下

器具庫

放送室

ステージ

用具庫
教官室

１Ｆ ２Ｆ

更衣室

用具庫

教官室

キュービクル用
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令和６年４月８日  

 

三重県立あけぼの学園高等学校   

「暴風警報」発表時の対応について 

台風時等に「暴風警報」が発表された場合は、原則として以下のように対応してください。 

 

１ 午前６時３０分段階において、伊賀地域に「暴風警報」が発表されている場合は、臨時休

校とします。 

          → 登校せず自宅待機をしてください。 

※ その後、警報が解除されても臨時休校とします。専用バスは運行しません。 

※ 伊賀地域以外から通学する生徒は、自宅の地域に「暴風警報」が発表されているときは、

自宅で待機してください。 

※ 地域的要因や交通機関の運休等で登校できなかったり、通学に相当な危険性が予測され

る場合、各家庭で判断して登校を見合わせるなどの対応をしてください。 

 

※ ＪＲの運休時に代行バス輸送が実施されていても、代行バスの運行には不確定要素が多

いことから、登校は見合わせてください。 

 

２ 登校時に、伊賀地域および自宅の地域に「暴風警報」が発表された場合、登校せず、安全

であるかを判断し、十分気をつけて帰宅してください。 

 

３ 始業後に「暴風警報」が発表された場合は、原則として授業を中止し下校とします。 

ただし、列車やバス時刻等の関係で速やかに下校できないときや、道路状況などによって

安全に下校できないと判断されるときには、安全が確保されるまで学校待機とします。 

 

４ 「暴風警報」以外の警報・注意報が出されている場合は、原則として平常授業を行います。 

※ 当日は、ラジオ・テレビ等のニュースに十分留意してください。 

※ ＪＲや三交バスで運休・遅れがある場合、駅等での連絡などをよく聞いて、各自適切な

判断をしてください。 

 

５ 台風等が通過した翌日等に、「公共交通機関」の運休等が発表された場合は、原則として

以下のように対応してください。 

（１）「運休」「運転見合わせ」の場合は、自宅待機をして、その後代行バスの運転や、運行再

開になった場合は登校してください。 

（２）「遅延」の場合は、「遅延届け」をもらって登校してください。 

 

６ これら以外にも重大な災害が起こるおそれが著しく大きい、「大雨特別警報」「暴風特別警

報」「暴風雪特別警報」「大雪特別警報」の特別警報が発表された場合、上記に準じて行動し

てください。 

 

７ 学校からの情報は、「学校‐家庭連絡システム（スグール）」により配信しますので、登録

をお願いします。なお、登録については別紙を参照してください。 

 

【緊急連絡先】あけぼの学園高等学校 

１年次担任   ：0595-45-7134    ２年次担任：0595-45-7135 

３年次担任   ：0595-45-7136 

    職員室（教頭） ：0595-45-3032      事務室：0595-45-3050 
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危 機 管 理 の 連 携 体 制
三重県立あけぼの学園高等学校＜事故の正確な把握＞

・いつ ・何をしていて
・どこが ・どこで
・どうなったのか ・だれが

教
育
委
員
会

校
長
（教
頭
）

警
察

教
頭
（関
係
職
員
へ
の
指
示
）

第
一
発
見
者
（通
報
）

緊
急
職
員
会
議
（全
職
員
に
状
況
説
明
）

担
任
・
教
頭
（
事
故
収
拾
）

担
任
・養
護
教
諭
等

（病
院
へ
の
移
送
、
付

添
者
同
校
、
保
護
者
へ

連
絡
）

学
校
管
理
下
に
お
い
て

事
故
発
生

保
健
室
・養
護
教
諭
等

（応
急
措
置
・必
要
に
応
じ
て

担
任
・養
護
教
諭
等
（教
頭
・

担
任
団
・部
活
動
顧
問
へ
病

院
で
の
結
果
報
告
）

担
任
（保
護
者
へ
連
絡
）

独
立
行
政
法
人
日
本

ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

担
任
・学
年
主
任
・生
徒
指
導
部

（事
情
聴
取
、
詳
細
に
）

教
頭
（聴
取
と
り
ま
と
め
）

全
職
員
（加
害
者
等
へ
の
指
導
対
策
）

校
長
（教
頭
）マ
ス
コ
ミ
等
外
部
対
策

生
徒
指
導
委
員
会

（校
内
体
制
の
反
省
、
今
後
の
対
策
）

職
員
会
議

（校
内
体
制
の
反
省
、
今
後
の
対
策
）

教
頭
（事
故
報
告
書
作
成
）

校
長
（報
告
書
決
裁
）

生
徒
指
導
主
事
・教
頭

（指
導
記
録
を
作
成
・保
管
）

担任・学年主任・教頭等
（被害者宅訪問、事情説
明、協力依頼等

全職員（一般生徒への指
導、一般性との保護者へ
の説明）

事故の状況によっては報告
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不審者侵入時の危機管理マニュアル 

 

三重県立あけぼの学園高等学校 

 

１ 日頃からの備え（主担当者） 

（１）校門の防犯カメラ設置及び時間外の施錠管理 

（２）出入り口の適切な管理（事務部） 

（３）受付でチェック（事務部） 

  ア 案内看板の設置 

  イ 来校者にビジターカードの着用を依頼 

（４）校舎内外の巡視（生徒指導部） 

（５）防犯のための設備の整備（教頭） 

 

２ もし不審者が侵入したら 

  立ち入りの正当な理由があるかどうか確認 → 正当な理由があれば受付へ 

（１）正当な理由がなければ退去を求める 

  ア 言葉や相手の態度に注意し丁寧に説得 

  イ 複数の教職員で対応 

（２）危害を加える恐れがあるかどうか判断する 

  ア 凶器や不自然な持ち物を持っていないか 

  イ 暴力的な言動はないか 

    危害を加える恐れがないと判断できる場合 → 再び丁寧に退去を求める 

（３）危害を加える恐れがある場合 【隔離・通報する】 

  ア 別室に案内し隔離（発見者・全教職員で対応） 

  イ 暴力行為抑止と退去の説得 

  ウ １１０番通報（事務部） 

  エ 教職員への緊急連絡（事務部） 

  オ 県教育委員会へ緊急連絡（事務部） 

（４）危害を加える恐れがある場合 【隔離できない場合】 

教職員の役割分担 

  ア 全体指揮・外部との対応（校長・教頭） 

  イ 不審者への対応（発見者、生徒指導部） 

  ウ 避難誘導・安全確保（授業担当者、担任） 

  エ 電話通報・校内放送（事務部）・・・不審者に気づかれない文例 

  オ 保護者への連絡（教務部） 

  カ 応急手当（養護教諭、保健部） 

  キ 校内巡視（進路部） 
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保護者への生徒の引き渡しについて 

 

１ 保護者等との連絡 

（１）被害が大きければ大きいほど、情報網は混乱し、保護者への連絡は困難を極め、時

間もかなり要するものと予想される。教職員は冷静かつ俊敏に判断・行動すること

が大切である。 

  ア 生徒の点呼・安全確認後、あらかじめ定めた方法で速やかに保護者と連絡を取る。 

【その際、連絡が取れた保護者とそうでない保護者をきちんと把握する】 

  イ 保護者への連絡とともに、教育委員会及び災害対策本部へ生徒の安全確認及び引

き渡しの実施について連絡する。 

  ウ 二次避難を行う場合は、災害対策本部や教育委員会及び生徒の保護者にその旨を

連絡する。電話等の不通等により連絡がつかない場合は、状況により学校に連絡

要員を残すか、二次の避難先を校門等に掲示するとかの方法をとる。 

 

２ 生徒の引き渡し 

（１）保護者に直接引き渡す場合は、引き渡しカード等に所定の事項を記入したうえで、

保護者及び教職員が確認署名を行う。 

（２）保護者と連絡が取れない理由等で引き渡しができない場合については、学校におい

て保護するものとする。その際、生徒の個人情報についてプライバシー保護等に配

慮しつつ、精神的ケアに努める。 

 

３ あけぼの学園高等学校生徒引き渡しカード 

       年     組     番 

生 徒 名  

保 護 者 名  

住 所  

自宅電話番号及び携帯番号 
自宅 

携帯電話 

受取人名 

（保護者と違う場合、 

続柄、住所、電話番号） 

 

引き渡し場所 

（どちらかに〇を。 

二次避難場所は 

（  ）内に名称） 

あけぼの学園高等学校 

 

二次避難場所（             ） 

引き渡し確認 

教員名 
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※ホ－ムルーム活動の欄　　◎…１単位時間程度の指導    ●……短い時間の指導
４ ５ ６ ７･８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

国語
・落ち着いて他人の話を聞く姿
勢

・落ち着いて他人の話を聞く姿
勢

・自己をとりまく環境について
考える

・自己をとりまく環境について
考える

・円滑なコミュニケーションを
図る

・円滑なコミュニケーションを
図る

・法律用語など社会で役立つ語
句を学ぶ

・法律用語など社会で役立つ語
句を学ぶ

・命の尊さについて考える ・命の尊さについて考える ・命の尊さについて考える

地理歴史公民

(公共)　青年期の諸課題につい
て　　　　　　　　　(政経)
民主政治の基本原理

(公共)　人間としての生き方・
在り方(尊厳死・安楽死について
考える)

(地理総合)　世界の気候問題に
ついて考える
(政経)　自由に生きる権利、平
等に生きる権利、社会権、新し
い人権

(公共)　地情報化社会における
モラルについて
(地理総合)　世界の生活文化の
多様性について

(地理総合)　地球環境問題につ
いて
(歴史総合)　近代化と現代的な
諸課題について(開発と保全につ
いて)

(公共)　住民自治と政治参加、
住民福祉について
(地理総合)　世界の人口・食糧
問題について

(地理総合)　世界の都市・居住
問題について
(公共)　金融商品のリスクにつ
いて

(公共)　クレジットカードの仕
組み、契約について
(歴史総合)　国際秩序の変化や
大衆化と現代的な諸課題(対立・
強調について)

(公共)　消費者問題について
(政経)　国際社会における諸課
題の探求　　ＳＤＧｓの実現に
向けて

(地理総合）日本の自然環境と防
災について

（公共・地理総合）持続可能な
地域づくりについて

数学 危険度の統計的推測 物体の落下（２次関数） 降水確率 速度制動距離 出生率 物体の運動量と衝撃 霧と視界 日没時間と事故の関係 強風が自転車運転に及ぼす影響 凍結と摩擦 睡眠時間と事故

科学と人間生
活

序章　「科学の技術の発展」

第Ⅰ章　物質の科学
　第２節　衣料と食品

第Ⅰ章　物質の科学
　第２節　衣料と食品

第Ⅱ章　生命の科学
　第１節　ヒトの生命現象

第Ⅱ章　生命の科学
　第１節　ヒトの生命現象
　第２節　微生物とその利用

第Ⅱ章　生命の科学
　第２節　微生物とその利用

第Ⅲ章　熱や光科学
　第１節　熱の性質とその利用

第Ⅲ章　熱や光科学
　第１節　熱の性質とその利用

第Ⅳ章　地球や宇宙の科学
　第２節　太陽と地球

第Ⅳ章　地球や宇宙の科学
　第２節　太陽と地球

第Ⅳ章　地球や宇宙の科学
　第１節　自然景観と自然災害

第Ⅴ章　これからの科学と人間
生活

化学基礎

序章 化学の特徴
第１編　物質の構成と化学結合
　第１章　物質の構成

第１編　物質の構成と化学結合
　第１章　物質の構成
　第２章　物質の構成粒子

第１編　物質の構成と化学結合
　第２章　物質の構成粒子
　第３章　粒子の結合

第１編　物質の構成と化学結合
　第３章　粒子の結合

第１編　物質の構成と化学結合
　第３章　粒子の結合

第２編　物質の変化
　第１章　物質量と化学反応式

第２編　物質の変化
　第１章　物質量と化学反応式

第２編　物質の変化
　第２章　酸と塩基の反応

第２編　物質の変化
　第２章　酸と塩基の反応
　第３章　酸化還元反応

第２編　物質の変化
　第３章　酸化還元反応

終章　化学が拓く世界

保健体育，生
涯スポーツ

・体育施設・用具の安全点検
・既往症の把握
・体力テストの実施

・定期健康診断の結果からの自
己分析
・体育施設・用具の安全点検

・発汗作用について
・雨季の体育館、グラウンド使
用（転倒防止）
・（理）怪我や熱中症の予防

・熱中症の予防
・野外活動と安全
・体育施設・用具の安全点検

・体育施設・用具の安全点検 ・（保）健康と運動
・体育施設・用具の安全点検
・体育大会準備、体育大会の安
全

・体力について
・体育施設・用具の安全点検

・冬季スポーツの意義
・体育施設･用具の安全点検

・生徒の健康状態把握
・体育施設・用具の安全点検

(保)応急手当
・体育施設・用具の安全点検

・安全に関する評価
・体育施設・用具の安全点検

英語 多様な文化やその背景を知る 多様な文化やその背景を知る 多様な文化やその背景を知る 英語を通じてのコミュニケー
ション能力の向上

英語を通じてのコミュニケー
ション能力の向上

英語を通じてのコミュニケー
ション能力の向上

英語を通じてのコミュニケー
ション能力の向上

読み物を通して、多文化共生に
ついて考える

読み物を通して、多文化共生に
ついて考える

読み物を通して、多文化共生に
ついて考える

読み物を通して、多文化共生に
ついて考える

介護福祉基礎、
社会福祉基礎、
生活支援技術

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

・介護実習室、用具の安全点検
・実習室、道具の安全な使い方
・実技に対する安全の確認

情報，文書処
理，情報処理

情報の信憑性（１） 情報の信憑性（２） 情報の信頼性（１） 情報の信頼性（２） 情報の保護（１） 情報の保護（２） 情報のセキュリティ（１） 情報のセキュリティ（２） 個人の責任（１） 個人の責任（２） ネットワーク利用の心構えのま
とめ

中国語 多様な文化やその背景を知る 多様な文化やその背景を知る 多様な文化やその背景を知る 中国語を用いたコミュニケー
ション能力の向上

中国語を用いたコミュニケー
ション能力の向上

中国語を用いたコミュニケー
ション能力の向上

中国語を用いたコミュニケー
ション能力の向上

多文化共生について考える 多文化共生について考える 多文化共生について考える 多文化共生について考える

家庭基礎
・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

フードデザイ
ン、和・洋菓子
実習、製パン実

習

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

・調理器具等の安全な扱い方
・包丁等の本数確認
・火元の確認

服飾手芸、
ファッション造
形基礎、ファッ

ション造形

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

・被服製作に関わる道具の安全
な扱い方
・ハサミ等の本数確認

美容実習 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方

セラミックアート,
造形加工

・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方 ・道具の安全な使い方

１　　　年
ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動

◎自転車通学に関して
●通学時の安全確認
●学校生活での危険箇所の確認
●不審者情報の知らせ
●防災体制の役割を決める

◎登校指導について（マナーな
ど）
●自転車の点検と整備
●部活動と健康管理について

◎考査と健康管理について
◎地震と安全
◎いのちの講話の実施
●台風など災害に関する対応、
警報発令時の対応

◎夏休みの生活と安全（防犯を
含む）
●夏季休業中のアルバイトにお
ける危険について
●夏季休業の過ごし方

◎登校指導について
◎地震災害対策
●台風など災害に関する対応
◎いのちの公演の実施
◎防災訓練の実施
●クラスマッチにかかる安全指

◎後期始業時における健康管理
◎人権LHRの実施

◎文化祭における火気取り扱い
について
◎登校指導
●考査前における体調管理につ
いて
◎フィールドワークの実施

◎職業体験実施における安全確
認
◎火災予防と防災避難訓練
●災害時の自分の役割について

◎成果発表における製作時の危
険確認
●急な運動などの危険性につい
て

◎登校指導
●規律正しい生活

◎春休みの生活と安全
●●クラスマッチにかかる安全
指導
◎校内美化の実施（危険物がな
いかの確認）
●今年度活動の評価とまとめ

２　　　年
ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動

◎自転車通学に関して
●通学時の安全確認
●学校生活での危険箇所の確認
●不審者情報の知らせ
●防災体制の役割を決める

◎登校指導について（マナーな
ど）
●自転車のカギの徹底について
●部活動と健康管理について

◎考査と健康管理について
◎地震と安全
◎修学旅行における緊急時の対
応について
●台風など災害に関する対応、
警報発令時の対応

◎夏休みの生活と安全（防犯を
含む）
●夏季休業中のアルバイトにお
ける危険について
●夏季休業の過ごし方
◎校内美化の実施（危険物がな
いかの確認）

◎登校指導について
◎地震災害対策
●台風など災害に関する対応
◎いのちの公演の実施
◎防災訓練の実施
●クラスマッチにかかる安全指
導

◎後期始業時における健康管理
◎登校指導
◎人権LHRの実施

◎文化祭における火気取り扱い
について
◎登校指導
●考査前における体調管理につ
いて
◎危険予測訓練
◎インターンシップにおける安
全教育

◎火災予防と防災避難訓練
●災害時の自分の役割について
◎修学旅行時の安全教育

◎成果発表における製作時の危
険確認
●急な運動などの危険性につい
て

◎登校指導
●規律正しい生活

◎春休みの生活と安全
●●クラスマッチにかかる安全
指導
●今年度活動の評価とまとめ
◎次年度に向けた取り組みにつ
いて

３　　　年
ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動

◎自転車通学に関して
●通学時の安全確認
●学校生活での危険箇所の確認
●不審者情報の知らせ
●防災体制の役割を決める

◎登校指導について（マナーな
ど）
●自転車のカギの徹底について
●部活動と健康管理について
●救急救命講習

◎考査と健康管理について
◎地震と安全
◎人権LHRの実施
●台風など災害に関する対応、
警報発令時の対応

◎夏休みの生活と安全（防犯を
含む）
●夏季休業中のアルバイトにお
ける危険について
●夏季休業の過ごし方

◎登校指導について
◎地震災害対策
●台風など災害に関する対応
◎防災訓練の実施
●クラスマッチにかかる安全指
導

◎後期始業時における健康管理
◎登校指導
●運転免許取得に関わる諸注意
事項について
●体育大会にかかる安全指導

◎文化祭における火気取り扱い
について
◎登校指導
●遠足にかかる安全指導
●考査前における体調管理につ
いて

◎火災予防と防災避難訓練
●災害時の自分の役割について
◎校内美化の実施（危険物がな
いかの確認）
◎人権LHRの実施

◎成果発表における製作時の危
険確認
●金融教育について

◎自宅学習中の心得について。

主な
学校行事

・着任式，始業式
・入学式
・対面式，全校集会
・１年ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
・スポーツテスト
・身体計測
・定期検診
・クラブ結成

・定期検診 ・校外研修
・個人面談

・全校集会
・夏休みの諸注意
・交通講話
・保護者会
・定期健康診断

・防災避難訓練
・終業式
・クラスマッチ

・始業式
・人権LHR（全学年）

・文化祭
・進学説明会兼高校生活入門講
座
・インターンシップ（２年）

・全校集会
・フィールドワーク（１年）
・インターンシップ（２年）
・研修旅行（３年）
・修学旅行（２年）

・全校集会
・総合学科成果発表会

・卒業証書授与式
・●クラスマッチ
・外部講師による講演
・離任式，終業式
・春休みの諸注意

個別指導

・昇降口指導
・校内巡視
・自転車通学許可，自転車の点
検

・昇降口指導
・校内巡視
・校外安全指導

・昇降口指導
・校内巡視
・健康診断の事後指導
・治療の意味と必要性について

・昇降口指導
・校内巡視
・校外安全指導
・健康相談

・昇降口指導
・校内巡視
・校外安全指導

・昇降口指導
・校内巡視
・自動車免許取得の手続き

・昇降口指導
・校内巡視
・校外安全指導

・昇降口指導
・校内巡視
・健康相談
・臨時健康診断

・昇降口指導
・校内巡視
・校外安全指導
・臨時健康診断

・昇降口指導
・校内巡視

・昇降口指導
・校内巡視
・健康相談

部　活　動

・新入部員オリエンテーション
・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検
・合宿・遠征の安全
・部室の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検
・部室の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検

・用具の点検・整備
・活動場所の安全点検
・部室の安全点検

対
人
管
理

学校生活の
安全管理

・保健委員会
・安全指導点検
・通学状況調査
・防災体制の確立
・救急体制の確立

・保健委員会 ・保健委員会
・安全指導点検
・学校関係者評価委員会

・校内競技大会の安全対策
・保健委員会
・安全指導点検
・修学旅行実行委員会
・長期休業前生活指導

・保健委員会
・修学旅行実行委員会
・安全指導点検

・保健委員会
・安全指導点検
・修学旅行検討委員会
・修学旅行実行委員会
・学校関係者評価委員会

・保健委員会
・安全指導点検
・修学旅行実行委員会

・保健委員会
・安全指導点検
・修学旅行実行委員会
・防災避難訓練の徹底
・長期休業前生活指導

・保健委員会 ・保健委員会
・安全指導点検
・学校関係者評価委員会

・校内競技大会の安全対策
・保健委員会
・長期休業前生活指導

対
物
管
理

学校環境の
安全点検

・電気設備点検
・エレベーター定期点検

・電気設備点検
・エレベーター定期点検

・電気設備点検
・エレベーター定期点検

・電気設備点検
・消防設備等点検
・エレベーター定期点検
・高架水槽・受水槽清掃

・電気設備点検
・エレベーター定期点検

・照度検査
・電気設備点検
・エレベーター定期点検

・電気設備点検
・エレベーター定期点検
・簡易専用水道検査

・電気設備点検
・エレベーター定期点検

・電気設備点検
・エレベーター定期点検
・建築基準法定期点検

・電気設備点検
・エレベーター定期点検

・電気設備点検
・消防設備等点検
・今年度の安全点検活動の評価
・生徒用机・いすの点検整備
・次年度の計画立案

・春の交通安全運動
・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第１回主任会）
・登校指導（駅指導）

・PTA総会
・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第１回生徒指導連絡
協議会）
・登校指導（駅指導）

・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第２回主任会）
・伊賀地区中学校・高等学校生
徒指導連絡協議会（第１回）
・登校指導（駅指導）

・MSPC伊賀地区学校警察連絡協
議会
・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第２回生徒指導連絡
協議会）
・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第３回主任会）
・夏祭り街頭指導
・保護者面談週間
・登校指導（駅指導）

・ＰＴＡ全体懇談会
・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第３回生徒指導連絡
協議会）
・伊賀地区中学校・高等学校生
徒指導連絡協議会（第２回名張
地区）
・登校指導（駅指導）

・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第４回主任会）
・登校指導（駅指導）
・伊賀地区中学校・高等学校生
徒指導連絡協議会（第２回伊賀
地区）

・MSPC伊賀地区学校警察連絡協
議会
・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第４回生徒指導連絡
協議会）
・伊賀地区中学校・高等学校生
徒指導連絡協議会（第３回）
・登校指導（駅指導）

・年末の交通安全運動
・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第５回主任会）
・登校指導（駅指導）

・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第５回生徒指導連絡
協議会）
・登校指導（駅指導）

・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第６回主任会）
・登校指導（駅指導）

・伊賀地区高等学校生徒指導連
絡協議会（第６回生徒指導連絡
協議会）
・登校指導（駅指導）
・今年度活動の評価と次年度の
計画立案

あけぼの学園高等学校安全計画（案）

学校安全に関する
組織活動

項　　目
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熱中症対策ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

三重県立あけぼの学園高等学校 

令和４年７月 

令和５年８月１７日 改訂 
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 日頃の教育活動の中で、生徒が熱中症を疑う症状を訴えたとき、私たちは何をすべ

きでしょうか？直ちに、活動を中止し、以下のポイントに注意して、生徒の観察をし

ましょう。 

 

                            

 ・意識の有無、顔色、呼吸、脈拍をすばやく観察 

とくに、□の中の症状が見られた場合、熱中症の疑いがあります。 

 

  めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛 

    吐き気、嘔吐、倦怠感、意識障害、けいれん、高体温等 

 
 
現場での初期対応→ 症状の程度に応じて、対応を行なう。安全を確保し、体を冷や

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観察のポイント 

症状と対応について 

水分をとれる状態であ

れば、冷やした水分と

塩分を補給するように

する。 

水を飲むことができな

い、休んでも回復しな

い場合は、医療機関へ 

意識障害が疑われる重

症の場合は、学校現場

では、水道につないだ

ホースで全身に水をか

け続ける方法が推奨さ

れています。 

１．熱中症と思われる症状が見られたら・・・ 

 

環境省：熱中症環境保健マニュアルより抜粋 
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《熱中症発生時の対応》 

 

対応のながれ 管理職 教職員 生徒 

〈発生時の危機管
理〉 
○児童生徒の救護、
状況確認、安全確認 
 
 
 
○危機管理体制構築 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○関係者への対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・状況把握 
 
 
 
 
・救急体制の指示（救
急車要請等） 
・事故発生時の状況、
対応等、記録する者の
指示 
 
 
 
 
 
 
 
・救急搬送の場合は、
第１報を件教育員会に
電話報告。以後必要で
あれば状況報告し助言
を受ける 
 
・当該生徒の保護者
に、容態、状況、学校
の対応等について説明 
 
・他の教職員への状況
説明 
・事故の程度、状況に
より警察への連絡 
 
 

 
・熱中症の程度を確認
し、涼しい場所等へ移動
し、応急手当 
・管理職に事故発生の報
告 
 
・救急車対応が必要な場
合は、直ちに手配 
・救急車に同乗、医療機
関に同行し、事故発生状
況や応急手当等について
医師に説明 
・該当生徒の保護者への
連絡 
・状況を管理職に報告 
・他の生徒の健康観察 
 
 

 
・教職員の
指示に従う 

〈事後措置〉 
○該当生徒、保護者
への対応 
 
 
 
 
○再発防止への取組 
 
 
○事故報告書 

 
・管理職が教職員を代
表して、誠意ある対応 
 
・災害共催給付の手続
き等の説明を指示 
 
・発生原因を究明し、
再発防止への取組 
 
・県教育委員会への報
告書提出 

 
担任、顧問等が家庭を見
舞うなど、生徒、保護者
に誠意ある対応 
・災害共催給付等の手続
きについて、保護者に説
明 
 
・未然防止について生徒
への指導 
 

 

 

※学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（環境省・文部科学省）P35及び 

学校管理下における危機管理マニュアル（令和４年４月改訂・三重県教育委員会）P46

を参照し、本校で作成 
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 熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」と「行動」によるものが考えられま

す。 

「環境」の要因は、気温が高い、湿度が高い、風が弱いなどがあります。 

「からだ」の要因は、激しい労働や運動によって体内に著しい熱が生じたり、暑い環境に

体が十分に対応できないことなどがあります。その結果、熱中症を引き起こす可能性があ

ります。 

 人間の身体は、平常時は体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇することで体温が外へ逃

げる仕組みとなっており、体温調節が自然と行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

２．熱中症を引き起こす原因 
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・要因その１   環境   

 

 

・要因その２   からだ 
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要因その３   行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 屋外で活動する場合は、日陰で休憩が取れる場所を確保する。 

○ いつでも飲むことができる、冷たい飲料を準備する。 

○ 個人の体調観察を行う（事前、活動中、事後） 

○ 一緒に活動する生徒には、お互いの様子に注意して、声を掛け合うよう指導する。 

○ 学校の体育の授業や運動部活動では、マスク着用の必要はないことから、生徒の間

隔を十分に確保し、活動を行う。 

 

  出典：環境省・文科省 学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き P13参

照・改編 

 

 

 

 

 

 

 

３．熱中症を予防する方法 
環境省予防情報サイト 熱中症の基礎知識より 
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（１）暑さ指数（WBGT）とは・・・ 熱中症の危険度判断する環境条件の指標 

（２）暑さ指数（WBGT）の測定方法 

 ○黒球を日射に当てる（黒球が陰にならな

い） 

 ○地上から１．１ｍ程度の高さで、壁などの

近く 

 を避けながら測定する。 

 ○値が安定してから（１０分程度）測定値を

読み 

取る。 

 

   

（３）暑さ指数（WBGT）に応じた行動指針 

（参考：環境省「熱中症環境保健マニュアル２０２２） 

 

 ・指数に満たない場合においても生徒観察の中で様子がおかしいと感じた際は、す

ぐに運動をやめ、涼しい場所へ移動するなど適切な対応をすること。 

 

 

 

４．WBGT計の活用 

 

出典：環境省・文科省  

学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き P１８ 
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〇令和３年４月から、熱中症予防に関する情報「熱中症警戒アラート」を新たに全国で開

始しました。 熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予

想される日の前日夕方または当日早朝に都道府県ごと（※北海道、鹿児島、沖縄は府県予

報区単位）に発表されます。発表されている日には、外出を控える、エアコンを使用する

等の、熱中症の予防行動を積極的にとりましょう。 

○環境省のホームページから、「メール配

信サービス（無料）」が利用できる。 

 

 

５．熱中症警戒アラートについて 
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○「熱中症アラートの発令」等、熱中症の発生が予測される場合、以下の通り対応す

る。 

  

 １．学校行事の場合は、行事の主担当者が WBGT計により、行事開始前に数値を確認す

る。 

 （１）開始前の段階で、WBGT計が 31℃を超える場合。 

  ①運動は中止とします。 

  ②開催の延期を検討し、管理職に相談 → 対応を決定。 

  ③必要に応じて、安心メール等で保護者へ連絡を行う。 

 

 （２）行事中に、WBGT計が 31℃を超える場合 

  ①行事を中止し、生徒を涼しい環境へ移動させ、健康状態を確認する。 

  ②その後、WBGT計を注視しつつ、下がらない場合は、行事の実施方法の変更を検討す

る。 

  ③安全な方法で実施ができる場合は、変更して継続する。 

  ④実施の継続が難しい場合は、中止または延期を検討し、管理職に相談 →対応を決

定。 

  ⑥必要に応じて、安心メール等で保護者へ連絡を行う。 

 

 （３）活動場所の WBGT計が 28℃以上 31℃未満の場合 

  ①熱中症の危険性が高いため、激しい運動や体温が上昇しやすい運動は避け、必要に

応じて行事は中止する。 

 

 ２．校外での活動の場合は、移動先の環境（日陰、飲料水の確保が可能等）を事前に確

認するとともに、学校所有の WBGT計により、暑さ指数を計測する。 

 （１）開始前に 31℃を超える環境の場合 

①運動を中止します。 

②生徒を日陰に移動させ、体調確認を行う。 

  ③大会等の主催者がある場合は、その方針に従う。その他の場合は、安全な方法での

実施を検討し、可能な場合は、変更して継続する。 

  ④実施の継続が不可能な場合は、活動を中止する。その際、生徒が安全に下校できる

状況を優先し、活動の変更を決定する。 

  ④主担当者は、必要に応じて管理職に状況を報告する。 

  ⑤必要に応じて、保護者へ連絡を行う。 

 

 

 

６．各種行事等の開催について 
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 （２）活動中に 31℃を超える環境の場合 

①一旦活動を中止し、生徒を日陰に移動させ、体調確認を行う。 

 主催者がある場合は、その指示に従う。 

  ②安全な方法（活動内容の変更により日陰で活動ができる。空調の効いた環境で活動

ができる等）で実施ができる場合は、変更して継続する。 

  ③環境が変わらない場合は、WBGT値に注視しつつ、数値が下がらない場合は、活動の

中止を検討する。その際、生徒が安全に下校できる状況を優先し、活動の変更を決定

する。 

  ④主担当者は、必要に応じて管理職に状況を報告する。 

  ⑤必要に応じて、保護者へ連絡を行う。 

                                   

（３）活動場所の WBGT計が 28℃以上 31℃未満の場合 

  ①熱中症の危険性が高いため、激しい運動や体温が上昇しやすい運動は避け、必要に

応じて活動は中止する。 

 

                                   熱中症計 
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《参考資料》 
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WBGT計 調査票  

 

 

 

WBGT値　調査票 （　　）年　（　　）月　　測定者（　　　　　　　　　　　　　　　　）

測定場所 措置

　　時　　分

１日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

２日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

３日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

４日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

５日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

６日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

７日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

８日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

９日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

１０日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

１１日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

１２日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

１３日（　） 　　時　　分

　　時　　分

　　時　　分

１４日（　） 　　時　　分

　　時　　分
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以下、学校教育活動における熱中症死亡事故防止について（通知）より 

（令和５年８月４日 保健体育課長、生徒指導課長、高校教育課長、特別支援教育課長より発出） 

 

学校教育活動における熱中症事故防止に係るＱ＆Ａについて 

 

Ｑ１ これまでの内容と何が変わったのか 

Ａ１ ＷＢＧＴ(暑さ指数)が３１℃以上の時、「運動は原則中止」としていましたが、「原

則」を削除しました。また、ＷＢＧＴが２８℃以上３１℃未満の時、「激しい運動は中

止」としていましたが、「必要に応じて運動は中止」としました。 

 

Ｑ２ ＷＢＧＴが３１℃以上の時は、部活動は中止か。練習試合や合同練習もその対象に

なるか。 

Ａ２ 運動は中止してください。通常の練習だけでなく、練習試合や合同練習も対象にな

ります。運動の実施を考える際には、ＷＢＧＴが３１℃未満になる場所で活動する等の工

夫が必要になります。 

 

Ｑ３ 今回の通知は厳しいのではないか。 

Ａ３ 最高気温３５度以上の日が続き、県内でも「熱中症警戒アラート」が発令され、他

県では中学生の死亡事案(熱中症疑い)が発生しています。生徒の命に関わることであるこ

とから、命を守ることを最優先した対応をしていただく必要があります。 

 

Ｑ４ 各種大会は、開催できるということで良いか。 

Ａ４ 各種大会は、大会主催者の判断で実施されます。大会に参加する場合は、主催者の

指示に従ってください。 

 

Ｑ５ 熱中症警戒アラートが発出されているときは、運動はできないか。 

Ａ５ 熱中症警戒アラートは、県予報区内の暑さ指数予測点のいずれかにおいて、ＷＢＧ

Ｔが３３℃を超えると予想された前日の１７時頃、当日の５時頃に発表されます。活動場

所のＷＢＧＴを測定し、活動場所のＷＢＧＴが３１℃未満であれば、運動は可能になりま

す。 

 

Ｑ６ 暑い日が続くと、運動は行えないことになるがいかがか。 

Ａ６ ＷＢＧＴを測定し、３１℃未満となる早朝や、夕方の涼しい時間帯に運動を行うこ

となど、工夫していただく必要があります。 

 

Ｑ７ 涼しいところでこまめに休憩し、水分補給も適切に行うようしても、ＷＢＧＴが３

１℃以上の場合は、活動は中止か。 

Ａ７ ＷＢＧＴが３１℃以上の場合は、運動を中止してください。 
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Ｑ８ １（２）「熱中症の危険性が高いため、激しい運動や体温が上昇しやすい運動は避

け、必要に応じて運動は中止する」の「必要に応じて」とはどういった場合のことである

のか。 

Ａ８ 「必要に応じて」は①生徒に疲労がたまっている場合、②部活動を開始後、気温が

上がり暑さ指数が高くなることが予想される場合などです。 

    また、暑さに弱い生徒、普段から運動をしていない生徒、暑さに慣れていない生

徒などに対しては、練習メニューを変更するなど、個別の対応が必要です。 

 

Ｑ９ 「２ 学校における体制整備」は、これまで保健体育課から発出してきた内容と同

じで良いか。 

Ａ９ 同じです。再確認いただくため、記載しました。 

 

Ｑ１０ ２（１）活動場所や活動時間ごとに、暑さ指数（WBGT）を測定し、記録のうえ関

係する教職員へ伝達すること。の「活動時間ごと」とはどういう意味か。 

Ａ１０ 部活動は数時間、活動を行うことから、活動前の測定だけではなく、気温の上昇

などが考えられることから、こまめに測定を行うことが必要です。測定の頻度について

は、ＷＢＧＴ上昇の状況に応じて適宜ご判断ください。 

 

Ｑ１１ ＷＢＧＴ計の不足分は県で購入してもらえるのか。 

Ａ１１ 安価な物も販売されているので、学校運営費で必要数を購入し、適切に運用して

ください。 

 

Ｑ１２ 暑さ指数計がない場合には、どうしたらよいか。 

Ａ１２ 環境省が熱中症予防情報サイトで日本各地の暑さ指数の実測値や測定値を公開し

ています。目安とすることはできますが、安価な物も販売されているので、学校運営費で

必要数を購入し、適切に運用してください。 

 

Ｑ１３ 暑さ対策で、練習時間を７時から開始した場合や、１８時から開始する場合、

「ズレ勤」は可能か。また、可能な場合、夏季休業中のみか。 

Ａ１３ 「ズレ勤」は可能です。これまでも、生徒の登下校時に「ズレ勤」で対応してい

ただいているところです。具体的には、校長と相談してください。 
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